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梢
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3
月
5
日

(3
月
と
4
月
)

4
月
30
日

催
告
書
の
納
期
を
過
ぎ
て
も
な
お
未
納
の
会
員
に

つ
い
て
の
事
情
調
査
未
提
出
支
部
へ
再
要
請
。

退
会
通
告
書
発
送
-
本
人
、支
部
、関
係
官
公
署
。

会
員
異
動
通
知
I
支
部
及
び
関
係
官
公
署
。

一会
費
完
納
一ハ
譲
彰
規
等

の
三
支
部

次
の
三
支
部
は
、
昭
和
39
年
度
会
費
を
全
員
完
納
又
は
殆
ん

ど
完
納
に
近
い
支
部
で
す
。
支
部
長
さ
ん
が
管
内
を
廻
っ
て
督

励
さ
れ
た
熱
意
と
会
員
各
位
の
協
力
の
結
果
と
思
い
ま
す
。

◎)旭
川
麦
ハム部八
朔
醒
員荒
七襲狩
鰡
v

◎
)日
高
支
部
ハ
蜥
纐
絵
員

石
を
=肝

銘
V

(◎)十
勝
支
部
｢人潴
絵
具
暑雛
毒字
酩v

昭
和
40
年
3
月
20
日
午
後
ー
時
よ

り
札
幌
市
北
3
･
西
3
･
辰
美
に
於

て
出
席
者
別
表
の
通
り
旧
名
。

佐
藤
副
会
長
の
司
会
で
開
会
(定
時
)

渡
辺
会
長
は
支
部
長
各
位
の
日
頃
の
ど
労
苦
を
労
い
、
繁
務

を
割
い
て
の
出
席
に
感
謝
し
、
先
般
の
定
時
総
会
よ
り
委
任
さ

れ
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
責
を
果
す
の
が
本
支
部
長
会
議
の
主

た
る
目
的
で
あ
る
の
で
充
分
審
議
を
尽
く
さ
れ
た
い
と
挨
拶
。

次
い
で
司
会
者
よ
り
、
森
口
議
長

札̂
幌
支
部
長
)
細
井
副
議

長

小̂
樽
支
部
長
)
の
紹
介
が
あ
り
、
藤
山
副
会
長
よ
り
会
務

の
報
告
(会
報
幻
号
2
頁
｢会
務
毅
&巳
参
照
)
が
あ
っ
て
議

事
に
入
る
。

議

事

1
、
非
行
政
書
士
防
止
策
に
つ
い
て

各
地
域
の
非
書
士
違
反
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
予
て
調
査

し

役

つ
て
、

‐入学
し
洋
~-員

辺

慶

吉

副
会
長

佐

藤

幸
之
助

岸

川

隆

次

又
違
反
事
実
を
調
査
し
説
得
し
た
結
果
近
く
入
会
を
約
し

た
も
の
0
0
町
に
両
名
(旭
川
支
部
)
、
業
務
に
対
す
る
意

欲
が
な
い
者
が
登
録
者
中
に
相
当
数
あ
る
(十
勝
支
部
)
、

会
員
中
に
も
老
齢
で
掾
々
仕
事
の
で
き
な
い
者
が
い
る
(空
知

支
部
)、
等
の
報
告
も
あ
っ
た
。

非
書
士
対
策
に
つ
い
て
は
、
違
反
若
か
ら
仕
末
書
を
と

る
、
告
発
す
る
、
入
会
を
勧
告
す
る
等
に
つ
い
て
活
発
に
意

見
を
交
換
し
、
最
後
に

議
長
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
一
同
諒
承
し
た
。

｢要
は
入
会
さ
せ
る
に
あ
る
の
で
、
大
い
に
説
得
勧
告
に
努

め
、
効
果
の
な
い
者
は
本
部
へ
報
告
す
る
。
そ
の
た
め
全
会

員
の
協
力
が
絶
対
必
要
で
あ
る
。｣

2
、
会
費
滞
納
者
の
処
分
に
つ
い
て

こ
の
事
に
つ
い
て
は
、
定
時
総
会
で
の
要
望
も
あ
っ
た
の

で
、
慎
重
審
議
の
結
果
、
6
ヵ
月
滞
納
者
を
一
応
処
分
の
対

象
と
し
、
滞
納
6
ヵ
月
に
達
す
る
以
前
に
予
告
を
発
す
る
こ

と
、
同
時
に
支
部
長
に
通
知
す
る
こ
と
と
決
定
し
た
。
こ
の

時
、
次
の
要
望
が
あ
っ
た
。

○

催
告
後
の
入
金
状
況
を
そ
の
都
度
支
部
に
連
絡
し
て
ほ

し
い
。
(旭
川
支
部
)

②

処
分
は
支
部
長
の
内
申
を
待
っ
て
決
定
し
て
ほ
し
い
。

(十
勝
支
部
)

3
、
そ

の

他

の

会
則
改
正
に
つ
い
て
は
条
文
を
整
理
し
て
、
会
報
を
通

し
て
会
員
に
周
知
せ
し
め
る
こ
と
。

②

報
酬
額
改
正
運
動
に
つ
い
て
は
相
当
面
倒
な
整
備
を
要

す
る
の
で
理
事
者
に
一
任
す
る
。

- 2 -

以
上
で
議
事
を
終
り
岸
川
副
会
長
の
挨
拶
で
閉
会
。

す
る
土
地

宅
地
=
建
物
の
敷
地
及
び
そ
の
維
持
も
し
く

は
効
用
を
果
す
た
め
に
必
要
な
土
地

5
、
宅
地
と
し
て
他
に
土
地
の
分
譲
を
す
る
際
、

何
時
で
も
返
還
す
る
と
い
う
特
約
付
で
耕
作

を
許
し
た
土
地
は
、
現
に
耕
作
さ
れ
て
農
地

と
な
っ
て
い
る
限
り
、
目
創
法
の
適
用
を
受

く
べ
き
農
地
で
あ
る
。

採
草
放
牧
地

ー
、
採
草
放
牧
地
と
は
農
地
以
外
の
土
地
で
、
主

と
し
て
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
の
た
め
の
採

草
又
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。

2
、
屋
根
ふ
き
用
、
製
使
用
の
た
め
の
採
草
を
主

目
的
と
す
る
カ
ヤ
刈
場
は
採
草
放
牧
地
に
含

ま
れ
な
い
。

3
、
河
川
敷
、
堤
塘
、
公
園
、
道
路
等
は
耕
作
又

は
義
畜
の
た
め
の
採
草
放
牧
の
事
実
が
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
主
目
的
と
認
め
ら
れ
な
い
の

で
、
農
地
法
に
い
う
採
草
放
牧
地
と
は
な
ら

な
い
。

◇
知
つ
て
お
き
た
い

保
証
人
の
責
任
範
囲

東
京
高
裁

昭̂
第
、黛

$
号
、
23
、

6
、3
)判

決農
地
法
第

二
条

農
地
法
施

行
に
つ
い

て
の
農
林

次
官
通
達

視

館
榑

知

走

蘭

室

札

西

小

空

網

室

根

4
1
リ
ム
.--

ĥ〉
?
ム
l
"
1
l

計 ヮ

報会士

3
月
13
日

書政

3
月
20
日

行道

4
月
7
日

海

4
月
9
日

北

郊 俶
幌

館

欖

知

谷

走

蘭

他の

札

函
小

空

宗

網

室

そ

リ
ム
凶年

?
‘
R
U
Q
U
4
埋
り
ム

ど̂

計 "

日

4
月
~11
日

20　
　

年

4
月
14
日

4
月
24
日

3
月
1
日

藤
山
副
会
長
、
非
行
政
書
士
対
策
に
つ
い
て
の
用

務
を
帯
び
て
急
速
小
榑
市
へ
出
張
。

渡
辺
会
長
、
佐
藤
三
治
氏
(綱
紀
委
員
長
)
の
病

床
を
見
舞
う
。

会
費
催
告
書
(内
容
証
明
)
"
通
発
送
す
。
内
訳

左
記
の
通
り
。

渡
辺
会
長
と
成
沢
理
事
、
小
樽
支
部
総
会
に
出
席

の
た
め
小
樽
市
へ
出
張
。

支
部
長
会
、
午
後
ー
時
よ
り
辰
美
に
於
て
、
多
数

の
支
部
長
と
役
員
が
参
集
し
て
、
総
会
で
一
任
さ

れ
た
議
題
に
つ
い
て
協
議
決
定
し
た
。

会
則
一
部
変
更
申
請
書
を
道
へ
提
出
し
た
。

催
告
書
の
納
期
を
過
ぎ
て
、
な
お
未
納
の
会
員
舒

名
に
つ
い
て
、
そ
の
事
情
調
査
。

渡
辺
会
長
、
佐
藤
副
会
長
、
空
知
支
部
総
会
出
席

の
た
め
岩
見
沢
市
へ
出
張
。

会
報

第̂
劉
号
)
発
送
。

第
4
回
常
件
理
事
会
、
午
後
6
時
よ
り
本
会
事
務

支

9 6 5年5

札

幌

森

口

松
太
郎

小

構

細

井

伊
三
郎

会

長

渡

空

知

猪

本

久

治

旭

川

荒

宗

谷

室

蘭
備

考
竹

中

意

一

網

走

灰

原

泰

慶
次
郎

副
会
長

藤

山

利

夫

部

長藤

井

清

理

事

井

上

瑛

二

理

事

成

沢

悔
次
郎松

広

十

勝

喜

多

章

明

関

根

克

治

監

事

山

木

事
務
局
よ
り
二
名
出
席

欠
席
者
は
支
部
長
五
名
、
理
事
三
名
、
監
事
二
名

昭
和
40
年
4
月
24
日
午
後
6
時

よ
り
本
会
事
務
所
に
お
い
て
、

会
長
以
下
物
名
出
席

ー
、
空
知
支
部
総
会
の
状
況
に
つ

敬

い
て
佐
藤
副
会
長
ょ
り
報
告
。

一行
“
2
、
会
費
免
除
承
認
に
つ
い
て
、
小
簿
支
部
の
一
会
員
の
申
請

道

承
認

海
~
3
、
空
知
支
部
規
定
の
一
部
改
正
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
部
疑

義
の
点
に
つ
い
て
照
会
す
る
こ
と
と
し
て
会
長
に
一
任
。

し
しゴ【

4
、
事
務
職
員
昇
給
承
認
に
つ
い
て
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
於

て
と
い
う
条
件
で
会
長
に
一
任
。

5
、
滞
納
者
処
分
に
つ
い
て
は
、
内
申
書
提
出
の
支
部
の
み
決

定
、
未
提
出
の
支
部
に
は
再
度
催
促
し
て
次
期
理
事
会
に
は

か
る
こ
と
o

　　
　
　
　

2
寒

委
員
会
は
本
式
典
実
施
に
つ
い
て
立
案
、
実
施
に
当
る
こ

(

、

と
。

以
上
の
通
り
決
議
し
て
散
会
。

士 会 報

参

考

資
料

◇
農
地
法
に
い
う
農
地
、
放
牧
地

(渡
辺
会
長
の
メ
モ
帳
か
ら
)

農

地

ー
、
農
地
と
は
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を

い
う
o

2
、
農
地
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
土
地
の
現

況
に
よ
っ
て
区
分
す
る
の
で
あ
っ
て
、
土
地

台
帳
や
不
動
産
登
記
簿
記
載
の
地
目
に
よ
っ

て
区
分
す
る
の
で
は
な
い
。

3
、

｢耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
｣
と
は
、

現
に
耕
作
さ
れ
て
い
る
土
地
は
勿
論
、
現
在

は
耕
作
さ
れ
て
い
な
く
て
も
耕
作
し
よ
う
と

す
れ
ば
い
つ
で
も
耕
作
で
き
る
よ
う
な
、
即

ち
客
観
的
に
見
て
そ
の
状
況
が
耕
作
の
目
的

に
供
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
土
地

(休

耕
地
、
不
耕
地
)
を
も
含
む
。

4
、
田
=
農
耕
地
で
用
水
を
利
用
し
て
耕
作
す
る

土
地

農
地
法
第

二
条

農
地
法
施

行
に
つ
い

て
の
農
林

次
官
通
達

同不
動
産
登

　事
務
取
扱

保
証
人
に
な
っ
た
ば
か
り
に
家
も
田
畑
も
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
と
か
、
他
人
の
借
金
で
何
年
間
も
苦
し
み
続
け
た
。
と

か
い
う
話
は
よ
く
聞
き
ま
す
。

｢鬼
よ
り
こ
わ
い
保
証
人
に
だ
け
は
な
る
な
｣
と
か
｢孫
子
の

代
ま
で
保
証
人
に
は
な
る
な
｣
と
も
い
い
ま
す
。
で
は
、
そ
の

鬼
よ
り
こ
わ
い
保
証
人
の
責
任
範
囲
は
?

次
は
五
月
一
日
付

｢財
務
相
談
｣
誌
の
解
説
に
よ
る

ムメ
ト
話

･

"
‐

‐

物
上
保
証
亀入

し

潮
田
損
榊
川
訓
罐捌
爛
繊
麗
灘
灘
灘
難洲雑
灘“

総説響
き嚇
さ
転聴
き奉読
熟
さ
ふ事轟
き

-r＼
＼
＼

宅な

は
全
員
賛
成
、
時
期
は
10
月
頃
、
場
所
は
札
幌
、
実
行

て
立
案
実
施
す
る
こ
と
。



他
人
の
借
金
の
た
め
に
、
自
分
の
所
有
財
産
の
中
か
ら
特
定

の
財
産
を
担
保
と
し
て
差
入
れ
る
人
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ

拗

の
場
合
は
、
そ
の
担
保
差
入
れ
を
し
た
物
を
限
度
と
す
る
有
限

勲

責
任
が
物
上
保
証
人
に
あ
る
だ
け
で
す
か
ら
、
万
-債
務
者

(

〔借
金
し
た
人
)
が
弁
済
し
な
い
と
き
も
、
最
悪
の
場
合
担
保

物
件
を
と
ら
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
財
産
を
と
ら
れ
る
よ
う

な
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

借
金
の
保
証
人

A
さ
ん
が
借
金
す
る
、
B
さ
ん
が
そ
の
保
証
人
に
な
る
と
い

う
こ
と
は
、
A
が
借
金
を
返
さ
な
か
っ
た
と
き
は
、
B
が
代
っ

て
借
金
を
払
い
ま
す
と
、
貸
し
た
人
に
約
束
す
る
こ
と
で
す
。

報

大
変
な
責
任
を
負
う
わ
け
で
す
が
、
唯
単
に
保
証
人
に
な
る
場

会
【
合
と
、
上
に
連
帯
の
字
の
つ
く
連
帯
保
証
人
に
な
る
場
合
で
は

土

責
任
の
負
い
方
が
大
分
ち
が
っ
て
き
ま
す
。

た
だ
の
保
証
人
の
保
証
責
任
は
、
債
務
者
が
弁
済
し
な
い
と

書
"

き
に
は
じ
め
て
弁
済
す
べ
き
責
任
を
負
う
わ
け
で
す
か
ら
、
債

政

権
者

(お
金
を
貸
し
た
人
)
が
い
き
な
り
保
証
人
に
支
払
い
を

一打

要
求
し
て
き
て
も
、
保
証
人
は
債
権
者
に
対
し
て
｢
ま
ず
債
務

道

者
に
支
払
い
請
求
を
し
て
く
れ
｣
と
抗
議
す
る
こ
と
が
で
き
ま

海
~
す
。
(催
告
の
抗
弁
権
)

ま
た
債
権
者
が
そ
う
し
た
後
で
請
求
し
て
き
て
も
、
保
証
人

北

は
、
債
務
者
に
差
押
え
ら
れ
る
財
産
が
あ
り
、
そ
の
取
り
立
て

が
簡
単
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
｢ま
ず
財
産
差
押
え
の
強
制

執
行
を
し
て
く
れ
｣と
抗
弁
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
(検
索
の

抗
弁
権
)
ど
う
し
て
も
保
証
責
任
を
負
う
の
は
そ
の
後
で
す
。

と
こ
ろ
が
連
帯
保
証
人
に
な
る
と
、
こ
の
二
つ
の
抗
弁
権
が

日

あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
債
務
者
が
弁
済
し
な
い
と
き
に
は

敗
債
権
者
は
債
務
者
へ
返
金
の
請
求
を
し
な
い
で
、
直
ち
に
連
帯

鮪
保
証
人
に
返
金
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
o

5

ま
た
保
証
人
に
な
っ
た
人
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
人
の
財

9 6

産
を
相
続
し
た
人
は
･
こ
の
保
証
債
務
も
相
続
す
る
こ
と
に
な

ー
-
、
り
ま
す
。
実
は
死
し
て
保
し豊
を
残
す
な
ん
て
こ
と
は
欺
肥
や
れ

身
元
保
証
人

借
金
の
保
証
は
借
金
の
範
囲
内
で
責
任
が
あ
り
ま
す
の
で
、

い
う
な
れ
ば
有
限
責
任
で
す
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
身
元
保
証
に

は
限
度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
責
任
の
限
度
が
予
測
で
き
な

い
わ
け
で
、
こ
れ
が
身
元
保
証
の
最
大
の
お
そ
ろ
し
さ
で
す
。

た
と
え
ば
、
S
さ
ん
は
T
さ
ん
の
就
職
に
際
し
て
身
元
保
証

人
に
な
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
後
、
T
が
過
失
で
会
社
の
重
要

器
物
を
こ
わ
せ
ば
、
s
は
そ
の
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
T
が
会
社
の
金
庫
に
大
穴
を
あ
げ
れ
ば
、
そ
れ
も
責

任
を
と
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
身
元
保
証
は
、
イ

ザ
と
い
う
場
合
の
責
任
が
、
ど
れ
だ
け
の
も
の
に
な
る
か
全
然

わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

身
元
保
証
人
の
期
限
は
、
商
工
業
見
習
な
ら
五
年
、
普
通
の

雇
傭
契
約
に
つ
い
て
は
三
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
期
限
を

無
事
に
過
ぎ
れ
ば
身
元
保
証
の
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
ま
す
。

会
則
変
更
認
可
に
つ
い
て
中
間
報
告

第
五
回
定
時
総
会
の
決
議
に
よ
る
会
則
の
一部
変
更
の
内
容

は
、
前
号
で
御
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
其
の
後
規
定
の
書
類
を

整
備
し
て
、
先
月
十
四
日
付
で
認
可
申
請
書
を
道
へ
提
出
し
ま

し
た
。
超
え
て
本
月
十
八
日
、
道
の
地
方
課
小
野
主
事
殿
よ
り

若
干
の
変
更
条
文
に
つ
い
て
御
教
示
を
受
け
、
翌
十
九
日
修
正

条
文
に
よ
り
御
処
理
を
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
道
の
人
事

異
動
等
の
事
情
で
遅
れ
て
い
た
認
可
も
近
く
下
り
る
見
込
み
で

あ
り
ま
す
。

新
役
員

支
部
長

細

井

伊
三
郎
(再
)

副
支
部
長

田

村

弘
(再
)

“

今

野

辰

巳
(再
)

"

着

氷

料光
"五
郎

(再
)

支
部
だ
よ
り

"-･･、
;
-‐‐も;‐′
、
.･･.･t.･!
'
‐-"‐ゞ
‐、.!
;

昭
和
40
年
3
月
燧
日
午
後
i
時
よ

り
小
櫃
市
労
働
会
館
二
階

細
井
支
部
長
以
下
会
員
9
名
、
本
部

よ
り
渡
辺
会
長
、
成
沢
理
事
出
席

佐
藤
副
支
部
長
の
司
会
で
開
会
し
、
細
井
支
部
長
の
挨
拶
、

渡
辺
会
長
の
祝
辞
が
終
っ
て
、
田
村
弘
氏
議
長
席
に
着
き
議

事
に
入
る
。

議

事

ー
、
代
議
員
選
出
に
つ
い
て
経
過
を
報
告
し
事
後
承
認
を
求
め

一
同
了
承

(代
議
員
氏
名
別
項
)

2
、
前
年
度
の
事
業
経
過
と
収
支
決
算
を
一
括
報
告
し
て
承
認

決
定
。

3
、
役
員
改
選
に
つ
い
て
は
、
岸
川
氏

(本
部
副
会
長
)
の
動

議
に
よ
り
全
員
留
任
と
決
定

〔役
員
氏
名
別
項
)

4
、
本
年
度
事
業
計
画
案
並
び
に
予
算
案
は
原
案
通
り
可
決
。

5
、
最
後
に
職
域
擁
護
等
に
関
し
て
討
議
が
行
わ
れ
次
の
通
り

決
定
。

○
業
務
研
修
会
を
実
施
す
る
こ
と
。
②
非
行
政
書
士
の
違
反

事
実
に
つ
い
て
は
常
時
調
査
を
行
う
こ
と
。
③
会
費
は
滞
納

の
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。

以
上
で
議
事
終
了
し
午
後
4
時
35
分
開
会
。

副
支
部
長

佐

藤

定

庶
務
会
計

神

保

一

監

事

青

山

メ ノ

夫
(再
)

一

郎
(再
)

多

吉

(再
)

代
議
員

大

野

新

一
(再
)

予
備
委
員

工

藤

賢

司

〔新
〉

清

水

光
五
郎

(再
)

〃

半

田

五

郎

(新
)

綱
紀
委
員

松

本

又

蔵
〔再
)

昭
和
40
年
4
月
11
日
午
前
11
時
よ
り

岩
見
沢
市
2
の
ー
千
代
本
二
階

今
村
支
部
長
以
下
会
員
四
名
出
席

来
賓
は
市
役
所
国
兼
総
務
部
長
.

(第21号)

会 員 現 況

文甜5 会昼勘
木
数

刀
自

4
全

幌

館
博

知

川

薦

谷

走

蘭

高

騰

路
室

札

函
小

空

旭

留

宗

網

室

日
十

釧

根

08

35

36

65

72

m

6

57

35

14

鋼

燧

7

･l

7
I
R
V
′4

と。

〔U

7
[
R
U
4
‘
(d

q
u
ヒリ

nXU

CO

Q
U
‘"-
!4

‘1

計 501 517

北 海 道 行 政 書 士 会 報

本
会
よ
り
渡
辺
、
佐
藤
正
副
会
長
、
猪
本
氏
(前
支
部
長
)

の
司
会
で
開
会
、
今
村
支
部
長
の
挨
拶
が
あ
っ
て
議
長
に
南

川
小
四
郎
氏
を
選
出
。

議

事

ー
、
前
年
度
の
事
業
と
決
算
報
告
が
猪
本
氏
に
よ
り
行
な
わ
れ

て
承
認
。

2
、
道
本
部
第
5
回
定
時
総
会
状
況
に
つ
い
て
今
村
支
部
長
、

中
野
代
議
員
よ
り
説
明
あ
り
一
同
了
承
。

3
、
本
年
度
予
算
案
は
原
案
通
り
可
決
。

4
、
支
部
規
定
の
一
部
改
正
案
は
別
項
原
案
の
通
り
可
決
。

5
、
講
習
会
は
前
年
度
の
戸
籍
、
農
地
の
実
務
に
警
察
行
政
実

務
も
加
え
て
実
施
す
る
こ
と
、
な
お
欠
員
中
の
業
務
部
長

は
今
村
支
部
長
が
兼
任
す
る
こ
と
、
以
上
の
通
り
決
定
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会

員

の
う

ご
き

■‐:-::･･･:':‐･･::‐:‐‐‐:-･･･:･･･-ttヱ･足‐--‐:‐'-:-‐-

最
後
に

国
兼
総
務
部
長
(岩
見
沢
市
役
所
)
、
渡
辺
会
長
の
祝
辞
が
あ

つ
て
閉
会
。

支
部
規
定
の
一部
改
正
案

第
9
条
の
2

役
員
会
は
支
部
の
役
員
及
び
顧
問
を
以
て
構

成
す
る
。

の
一
項
を
新
設
す
る
。

第
ゆ
条
第
2
項
中

｢定
時
総
会
は
毎
年
1
月
に
｣
を

｢定
時

総
会
は
毎
年
4
月
に
｣
に
改
め
る
。

第
旧
条
に
｢2
、
顧
問
は
当
支
部
管
内
よ
り
選
出
の
本
会
役

員
並
び
に
代
議
員
を
以
て
之
に
充
て
る
。
顧
問
の
任
期
は

本
部
の
役
員
、
委
員
、
代
議
員
の
任
期
中
と
す
る
o
L
の

一
項
を
新
設
す
る
。

附
則
に
次
の
ー
条
を
新
設
す
る
。

第
纏
条

こ
の
支
部
規
定
は
昭
和
40
年
1
月
ー
日
に
遡
り
施

行
す
る
。

賞翫
き増さ幇
導き諾
さ
湾喜
劇艶
冶亀潔

きゞ
.み

代
議
員

及
び
綱

記
委
員

故
根

本

高

一

殿

小
樽
市
花
園
町
2
丁
目

昨
年
来
病
気
療
養
中
の
と
こ
ろ

去
る
四
月
九
日
朝
逝
去
せ
ら
る

譫
眸
叺
礬
慨
が
意
を
表
し
ま
す
o

4
せ

◇新 入 会 者 (3 . 4月分)

螂 氏･ 名 事 務 所 会員番号 入会年月日

幌

知

川
谷

萬

勝

"

札

空

旭
宗

室

十

義
夫
れ

夫
雄
郎
二
源
榔

次

東

右

安

着

勘

睦

重

寅

賢

鞘

尾

本

名

田
簗

田

野

田

山

長

橋

森
蝦
富

千

島

元
成

甫
8
掴
4

靴
相

4

北
4

町
2

音

9

礬
鯆競靴
鯏酊鱗溌迩

総
瑚
纈
護
細
獅
擶
練
晒
中

操

戸

頃

川

内

小
東

広

尾

"

札

樺

実

上
種

苫

河

帯

広

戦
629

631

630

鍋
隣
町
粥
隅
麟

4
T
4
-
J4

4
･
4
｢
4
T
4
｢
4
T
#4

4
｢

5年 5月20日
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622

139

526

43

358

-

‐:

“

･･‘"“′･J
‘

'--･･･.

･

℃‘′で.)r



舵支 庁 郡 名 町 村 名 よ スメカ1 た 支 庁 郡 名 町 村 名 よ み 力" た

別

珠

払

流

冠

似

東

川

西

“

"

"

"

紋

有

勇

沙

新

様

河

上

河

薊

獅

鰤

鰤

薊

薊

獅

画

面

鰤

獅

薊

爾

武

瞥

来

真

川

政

冠

似

更

幌

得

室

別

嬢

壮

早

厚

鷆

平

斯

様

音

士

新

芽

更

む

つ

た

ま

わ

り

ぷ

に

け

る

く

る

つ

つ

う

べ

き

つ

あ

と

あ

ま

ふ

ま

と

F

べ

う

や

〉

〆

ら

湧

髪

と

れ

ん

主

ら

お

そ

は

あ

む

ひ

隠

さ

お

し

し

め

さ

勝

路

室

"

"

"

“

"

“

"

"

“

“

十

釧

根

屋

川

寄

岸

上

嫌

付

梨

"

“

"

"

広

中

足

厚

川

白

野

目

鮒

獅

薊

呵

画

面

画

面

箇

㈲

鮒

㈲

類

樹

尾

別

寄

岸

茶

屈

糠

別

海

臼

子

忠

大

広

本

足

厚

標

弟

白

音

別

難

い

き

を

つ

る

し

ゃ

が

か

つ

い

す

るめ
い

る

拭
い
財
惨
銹
焚
拭
小

ち

た

ひ

嫁

あ

あ

し

て

し

お

べ

ら

◇
あ

と

が

き
◇

●

｢会
報
打
号
｣
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
お
手
元
に
お
届
け
し
ま

-

ず
。
毎
回
｢居
所
不
明
｣
で
二
、
三
通
は
返
送
さ
れ
ま
す
。

…

あ
ち
こ
ち
間
合
わ
せ
て
、
変
言
す
れ
元
就
き
#"

′知
に
写
鵡

ノ
-

て
居
り
ま
す
が
、
こ
ん
な
手
間
と
費
用
は
な
く
し
た
い
と
思

"

い
ま
す
。
ご
協
力
を
願
い
ま
す
。

●
業
務
上
の
問
題
や
、
会
報
に
つ
い
て
の
質
問
や
ご
意
見
を
欲

飜

迎
し
ま
す
。
本
号
に
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
次
号

一

か
ら
、
お
寄
せ
に
な
っ
た
三ゞ
思
見
や
解
答
を
紹
介
し
た
い
と

念
願
し
て
お
り
ま
す
。

･

●
会
費
は
会
の
運
営
上
唯
一
の
財
源
で
あ
り
ま
す
の
で
、
一
ヵ

%

年
鸚
は
半
年
分
の
前
納
を
希
望
し
た
い
が
、
せ
め
て
三
ヵ
月

も

分
ず
つ
前
納
下
さ
る
よ
う
是
非
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

へ

｢会
費
は
催
促
の
葉
書
が
来
て
か
ら
納
め
る
の
で
し
ょ
う
｣

、

と
申
さ
れ
る
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
催
促
状
の
費
用
と

ミ

手
間
が
ど
う
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

●
空
知
支
部
総
会
記
念
写
真
の
御
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

饑

し
た
。
前
後
し
ま
す
が
次
号
に
の
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

〆

｣,."‘“,!･“,ゞ "‘、′'.““‘◆『、“"% ,/『-“‘メー、′'‐-,…“【、,."%′′【-‐.“"-･ノー-｣“‐･『-,-{‐-‐"′、,･,‘翻ら~′--‐･“〆、｣,f.--･･,′

(第21号)

◇読みにくい町村名の正しい読み方

20月

な

杵露 日

た

か
き

を

つ

る

し

や

が

か

つ

い

ず

知

力

明

み

め

い

る

拭
い
財
怖
銹
焚
拭
ふ

ょ

ち

た

ひ

嫁

あ

あ

し

て

し

お

べ

ら

名

鮒

獅

薊

呵

画

面

画

面

箇

㈲

鮒

㈲

村

類

樹

尾

別

寄

岸

茶

屈

糠

別

海

臼

町

子

忠

大

広

本

足

厚

標

弟

白

音

別

羅

名

屋

川

寄

岸

上

嫌

付

梨

報

郡

広

中

足

厚

川

白

野

目

会士

庁

勝

書

支

十

路~"

室根

◇
あ

と

が

き
◇

●

｢会
報
打
号
｣
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
お
手
元
に
お
届
け
し
ま

す
。
毎
回
｢居
所
不
明
｣
で
二
、
三
通
は
返
送
さ
れ
ま
す
。

あ
ち
こ
ち
間
合
わ
せ
て
、
変
言
す
れ
元
字
#
.′知

に
写
鵡

ノ

て
居
り
ま
す
が
、
こ
ん
な
手
間
と
費
用
は
な
く
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
ご
協
力
を
願
い
ま
す
。

●
業
務
上
の
問
題
や
、
会
報
に
つ
い
て
の
質
問
や
ご
意
見
を
歓

迎
し
ま
す
。
本
号
に
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
次
号

か
ら
、
お
寄
せ
に
な
っ
た
三ゞ
思
見
や
解
答
を
紹
介
し
た
い
と

念
願
し
て
お
り
ま
す
。

●
会
費
は
会
の
運
営
上
唯
一
の
財
源
で
あ
り
ま
す
の
で
、
一
ヵ

年
鸚
は
半
年
分
の
前
納
を
希
望
し
た
い
が
、
せ
め
て
三
ヵ
月

分
ず
つ
前
納
下
さ
る
よ
う
是
非
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

｢会
費
は
催
促
の
葉
書
が
来
て
か
ら
納
め
る
の
で
し
ょ
う
｣

と
申
さ
れ
る
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
催
促
状
の
費
用
と

手
間
が
ど
う
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

●
空
知
支
部
総
会
記
念
写
真
の
御
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
前
後
し
ま
す
が
次
号
に
の
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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